
４． 配当等により利益の流出が行なわれないための方策等

（１） 資本注入前の資本政策

イ． 基本的考え方

      安全性の観点から、自己資本比率１０％を目標に資本の充実に努めてき

た。

    １０年１２月には、大株主・三井グループ企業等の引受による約３，５０

０億円の増資を実行し、１１年３月末には公的資金による優先株導入前で１

０％程度の自己資本比率を達成する見込となっていた。（その後の更なる健全

性の向上策としての不良債権引当強化計画と、含み損益の悪化によって実質的

自己資本比率が低下するため、公的資金による優先株を導入する計画となった

もの。）

      資本調達にあたっては、調達資本によるレバレッジで収益を向上し、株

主価値を高めることを旨としており、ＲＯＥ７％を目標としてきた。

ロ． 発行済株式の資本組入額の減少、株式の併合、消却等を行なわない場合、

その理由

      １０年度の当期損失額は剰余金範囲内に収まる見込であり、減資・株式

併合等を行なう必要はない。

ハ． 配当、役員報酬・賞与についての考え方

      配当については、長期的収益動向を考慮したうえで安定配当を行なう方

針としてきた。

      役員報酬・賞与の現行制度は、役職体系に応じたものとなっており、賞

与の比重は低めとなっているが、業績等に応じて、賞与のみならず報酬も減額

する方針としている。 ちなみに、現在は９年度赤字決算等の状況も踏まえて、

賞与をゼロとし、報酬・賞与合算の水準を役職別に平成５年度比５０～１５％

のカットとしている。

（２） 資本注入後の資本政策
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イ． 基本的考え方

      引き続き、自己資本比率１０％を維持・向上しつつ、ＲＯＥ７％を目標

に株主価値の向上を図っていく。

      公的資金による優先株については、（「６．株式の発行等に係る株式等

及び借入金につき利益をもってする消却、払戻し、償還又は返済に対応するこ

とができる財源を確保するための方策（１）消却、払戻し、償還又は返済につ

いての考え方」にも記載したように）投資価値・株価に留意しつつ、積極的に

買入れ消却を実施し、希薄化を回避するよう努力する。

ロ．配当、役員報酬・賞与についての考え方

      配当については、受取り配当利回りを重視する株主も存在することから、

基本的には安定配当を旨とするものの、その水準については、業績や安全性の

観点からする内部留保拡大との均衡、公的資金による優先株の消却原資との関

係も踏まえたものとする考えである。

      そうした観点から、１０年度期末以降の普通株配当については、現行の

年間８円５０銭を６円に減配する方針である。

      なお、既に発行している優先株や公的資金による優先株については、所

定の配当を行なう。

      役員報酬・賞与については、アカウンタビリティーの向上、業績対応部

分の拡大、より株主価値向上に直結する体系へと移行する方針である。
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５．資金の貸付その他信用供与の円滑化のための方策

      

（１） 基本的な考え方

   貸出業務は銀行の本業であり、金融の円滑化という社会的使命を果たすべく、従来

より経営資源を投入し、注力してきた業務である。

   ここ数年は、景気悪化に伴なう資金需要の低迷といった環境要因に加え、不良債権

処理による自己資本の毀損・自己資本比率の低下懸念という内部要因もあり、貸出残高

は減少傾向にあった。

  今回の資本注入により当行の自己資本比率が向上し、貸出余力が生じることに加え、

金融システムに対する懸念が払拭されると共に、併せて実施される景気対策の効果に

より資金需要の回復が見込まれることから貸出残高計画の上方修正を行なった。

  その中でも特に金融機関からの借入以外の資金調達手段に乏しい、中小企業や個人

といったリテール分野に対する貸出を大幅に増加させる計画とした。

（２） 具体的な内容

  １０年下期は、不良債権の償却や貸出債権の流動化といった特殊要因を除いた実態

残高で中小企業向け貸出を２,０００億円、個人向け貸出を４,１００億円増加させる。

  又、１１年度には同じく実態残高を、中小企業向け貸出で２,０００億円、個人向け貸出

については７,０００億円の増加計画とした。

   

   国内貸出増加計画（特殊要因を除く実態ベース）                       （億円）

                                         １０年下期            １１年度

                    国内貸出全体          ▲ ４,９５４         ▲ １,７８５

      当初計画       うち中小企業         ▲ ３,２００         ▲ ５,５００

                      うち個人               ４,１００            ７,０００

                    国内貸出全体             １,０００            ８,０００

      公的資金       うち中小企業            ２,０００            ２,０００

       導入後        うち個人                ４,１００            ７,０００

                    国内貸出全体             ５,９５４            ９,７８５

       差引き        うち中小企業            ５,２００            ７,５００

                     うち個人                       ０                   ０

       

  こうした目標を達成する為、貸出運営全体として、不良債権の処理を加速させると共

に貸出債権の流動化により貸出ポートフォリオの入替えを行い、より資金ニーズの高い
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セクターや企業への融資対応力の強化を図る。

  重点マーケットであるリテール分野においては以下の個別施策を実行していく。

  中小企業向け貸出増加施策の柱は、保証協会保証付貸出の推進である。特に１０年

１０月に実施された保証枠の拡大といった時期を捉え、店頭掲示ポスターの作成やダイ

レクトメールの発送等により既存先のみならず新規先へも周知を図ることによって、借入

需要の掘り起こしに努める。

   又、取引先の高度化する財務ニーズに対応した調達手法としてスワップ等デリバティ

ブを組込んだ貸出の販売に注力する。

  その他、直接の貸出増加には繋がらないものの、売掛債権を流動化する所謂ファクタ

リング業務の拡充により取引先の資金ニーズへの対応を図る。

  個人向けについては住宅ローンを主力商品と位置づけており、お客様のローン相談

業務を専門とする窓口「さくらＬＡ」や不動産販売業者との接点となる住宅ローンセンター

の拡充といったインフラ面の整備を更に進める他、案件審査のスピードと客観性を高め

る為の自動審査システムの拡大により、個人の借入れニーズに積極的に対応していく。
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（図表10）貸出金の推移
（残高） （億円）

10/3月末 10/9月末 11/3月末 12/3月末
実績 実績 末平比率 見込み 計画

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）
国内貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 316,518 318,586 99.1% 304,586 306,786

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 287,158 298,370 99.5% 285,870 288,070
中小企業向け(注１) ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 152,910 147,784 98.9% 140,984 139,784

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 141,703 142,040 99.1% 136,040 134,840
うち保証協会保証付貸出 15,760 14,753 98.9% 18,353 20,353

個人向け 62,135 63,671 100.8% 67,771 74,771
うち住宅ローン 56,769 59,033 100.8% 63,133 70,133

その他 101,473 107,131 98.3% 96,031 92,431
海外貸出（注２） 34,319 30,174 91.8% 22,074 20,074

合計 350,837 348,760 98.4% 326,660 326,860

（同実勢ﾍﾞｰｽ＜下表の増減要因を除く＞） （億円）
10/3月末 10/9月末 11/3月末 12/3月末
実績 実績 末平比率 見込み 計画
(Ａ) (Ｂ)＋(Ｆ) (Ｃ)＋(Ｇ) (D)+(G)+(H)

国内貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 316,518 318,079 319,079 327,079
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 287,158 297,863 300,363 308,363

中小企業向け(注１) ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 152,910 148,243 150,243 152,243
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞｰｽ 141,703 142,499 145,299 147,299

（注１）中小企業とは、資本金１億円（但し、卸売業は30百万円、小売業、飲食業、ｻｰﾋﾞｽ業は10百万円）以下の会
社または常用する従業員が300人（但し、卸売業は100人、小売業、飲食業、ｻｰﾋﾞｽ業は50人以下）の会社を指す。

（注２）当該期の期末レートで換算すること。

（不良債権処理に係る残高増減） （億円（  ）内はうち中小企業向け）
9年度中 10/上期中 10年度中 11年度中
実績 実績 見込み 計画
（Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ）

貸出金償却 371 (260) 48 (34) 348 (244) 200 (150)
CCPC向け債権売却額 843 (590) 18 (13) 18 (13) 0 (0)
債権流動化（注３） 4,108 (3,790) ▲ 573 (413) 5,927 (3,053) 4,800 (2,350)
会計上の変更（注４） 0 (0) 0 (0) 7,500 (5,250) 200 (100)

協定銀行への資産売却額（注５） 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
その他不良債権処理関連 2,128 (2,128) 0 (0) 700 (700) 600 (600)

計 7,450 (6,768) ▲ 507 (459) 14,493 (9,259) 5,800 (3,200)
（注３）一般債権流動化のほか、債権の証券化を含む。
（注４）会計方法の変更により資産から控除される間接償却部分等。
（注５）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権
売却額。
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６．株式の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻

    し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

（１）消却、払戻し、償還又は返済についての考え方

      今回発行する公的資金による優先株は、収益性を向上し内部留保の蓄積を

    行なって積極的に買入れ消却し、希薄化を回避する方針である。

      消却原資たる剰余金は、一斉転換年度で１０，７１０億円と見積もることが可能

    であり、十分に買い入れ消却可能である。

      消却にあたっては、投資価値・株価に留意しつつ行なうことを旨とすべきと考

    えており、そうした前提で想定される消却シナリオでも、転換開始年度以降、一

    斉転換年度までに、全額の消却が可能と見られる。

       …… 次ページ 公的資金優先株消却原資の状況ご参照
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公的資金優先株消却原資の状況

［消却しないケース］
１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

当期利益 Ａ 757 1,109 1,476 1,399 1,469 1,542 1,620 1,700 1,786 1,875 1,969
配当による当期流出 Ｂ＝Ｃ＋Ｄ 303 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
   内 普通株 Ｃ＝６円×株数 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
   内 公的資金による優先株 Ｄ＝前期末残×1.37％ 55 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
利益準備金 Ｅ＝Ｂ×２０％ 61 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
剰余金繰入れ額 Ｆ＝Ａ－Ｂ－Ｅ 394 680 1,047 970 1,040 1,113 1,190 1,271 1,356 1,446 1,539
時価会計影響額 Ｇ -2,554 118
剰余金残高 Ｈ 1,099 1,492 2,172 663 1,752 2,793 3,906 5,097 6,368 7,724 9,170 10,710

公的優先株残高（期末） Ｉ 8000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0
公的優先株消却額（期中） Ｊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ＲＯＥ Ｋ 3.5% 4.9% 6.7% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3%

［消却するケース］６

１０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度４

当期利益 Ａ 757 1,109 1,476 1,399 1,469 1,542 1,620 1,700 1,786 1,875 1,969
配当による当期流出 Ｂ＝Ｃ＋Ｄ 303 358 358 358 348 333 318 301 282 263 248
   内 普通株 Ｃ＝６円×株数 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248
   内 公的資金による優先株 Ｄ＝前期末残×1.37％ 55 110 110 110 100 85 70 53 34 15 0
利益準備金 Ｅ＝Ｂ×２０％ 61 72 72 72 70 67 64 60 56 53 50
剰余金繰入れ額 Ｆ＝Ａ－Ｂ－Ｅ 394 680 1,047 970 1,051 1,143 1,238 1,339 1,447 1,559 1,671
時価会計影響額 Ｇ -2,554 118
剰余金残高 Ｈ 1,099 1,492 2,172 663 1,052 1,003 1,046 1,084 1,023 1,070 1,529 3,200

公的優先株残高（期末） Ｉ 8000 8,000 8,000 8,000 7,300 6,200 5,100 3,900 2,500 1,100 0 0
公的優先株消却額（期中） Ｊ 0 0 0 0 700 1100 1100 1200 1400 1400 1100 0

ＲＯＥ Ｋ 3.5% 4.9% 6.7% 6.4% 6.7% 7.0% 7.3% 7.7% 8.0% 8.3% 8.3%

（注）以下の前提で試算した。
               １５年度以降の当期利益は年率５％成長。

社外流出は配当のみ考慮。普通株配当は６円と仮定。公的優先株配当は１．３７％。
公的資金の消却額は、剰余金残高が１千億円以上となる水準とした。



（２） 収益見通し

イ． 今後５年間の収益計画とその主要前提条件が変化した場合の変動見通し

(図表11)収益見通し (億円)

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

基準シナリオ(A) ▲3,726 757 1,109 1,476 1,399

＜項目別計数＞

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

業務粗利益 6,899 7,206 7,471 7,697 7,901

（国内資金損益） 5,196 5,827 5,965 6,080 6,190

（債券関係損益） 528 17 39 39 39

不良債権処理 ▲9,942 ▲1,000 ▲965 ▲965 ▲965

株式関係損益 131 ▲500 ▲300 ▲200 ▲200

法人税等 ▲2,592 526 771 1,025 972

当期利益 ▲3,726 757 1,109 1,476 1,399

＜主要前提条件＞

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

期末株価 13,406.39 13,406.39 13,406.39 13,406.39 13,406.39

期末為替ﾚｰﾄ（円ﾄﾞﾙ） 135.35 135.35 135.35 135.35 135.35

期末円金利（Tibor3M） 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

期末円金利（国債指標） 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

10年9月末時点の各指標を前提とする

基準シナリオに対する変動見通し (億円)

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

楽観的シナリオ(B) ▲3,667 787 1,240 1,708 1,762

変化額(B)-(A) 59 30 131 232 363

悲観的シナリオ(C) ▲3,844 615 917 1,250 1,153

変化額(C)-(A) ▲118 ▲142 ▲192 ▲226 ▲246
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・ 楽観的シナリオ（Ｂ）について

＜前提条件＞

景気回復により実質経済成長率はプラスとなり、金利は短期・長期ともに 12年 3月期に

１．0％、14年 3月期に更に 0.5％上昇、株価は 11年 3月期 14，000 円、12 年 3月期

16，000 円、13 年 3月期以降 17，000 円と上昇、為替は 11年 3月期 120 円、12 年 3月期

115 円、13 年 3月期以降 110 円と円高。

＜変動額要因＞

これにより業務粗利益は資産サイドに比べ負債サイドの方が金利感応度が高いため、

国内資金損益が 12年 3月期▲300 億円、13年 3月期▲278 億円、14年 3月期▲106 億円、

15年 3月期 115 億円と一時的にマイナスとなるが、徐々に回復する。

不良債権処理は景気回復により貸倒損失率が低下し、処理損が 12年 3月期 200 億円、

13年 3月期以降 300 億円減少する。

株式関係損益は株価上昇により、売却損 11年 3月期 100 億円、12年 3月期 150 億円、

13年 3月期以降 200 億円減少する。

以上の変動額主要因により当期利益の変動額は、11年 3月期 59億円、12年 3月期

30億円、13年 3月期 131 億円、14年 3月期 232 億円、15年 3月期 363 億円、

５年間累計で 815 億円となる。

＜主要前提条件＞

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

期末株価 14,000.00 16,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00

期末為替ﾚｰﾄ（円ﾄﾞﾙ） 120.00 115.00 110.00 110.00 110.00

期末円金利（Tibor3M） 0.65 1.65 1.65 2.15 2.15

期末円金利（国債指標） 1.20 2.20 2.20 2.70 2.70

＜変化額主要因＞

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

業務粗利益 0 ▲300 ▲278 ▲106 115

（国内資金損益） 0 ▲300 ▲278 ▲106 115

（債券関係損益） 0 0 0 0 0

不良債権処理 0 200 300 300 300

株式関係損益 100 150 200 200 200

法人税等 ▲41 ▲21 ▲91 ▲162 ▲252

当期利益 59 30 131 232 363
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・ 悲観的シナリオ（Ｃ）について

＜前提条件＞

景気低迷が続き実質経済成長率はマイナスとなり、12年 3月期以降短期金利は 0.2％、

長期金利は 0.4％低下、株価は 11年 3月期 12，000 円、12 年 3月期以降 11，000 円と

低下、為替は 11年 3月期 140 円、12 年 3月期以降 150 円と円安。

＜変動額主要因＞

これにより業務粗利益は資産サイドに比べ負債サイドの方が金利感応度が高いため、

国内資金損益が 12年 3月期 160 億円、13年 3月期 125 億円、14年 3月期 67億円、

15年 3月期 33億円と一時的にプラスとなるが、徐々に収束する。また保有債券の

価格上昇により債券関係損益が 12年 3月期 500 億円のプラスとなる。

不良債権処理は景気低迷により貸倒損失率が上昇し、処理損が 12年 3月期以降

300 億円増加する。

株式関係損益は株価低迷により、売却損・償却が 11年 3月期 200 億円、

12年 3月期 600 億円、13年 3月期以降 150 億円増加する。

以上の変動額主要因により当期利益の変動額は、11年 3月期▲118 億円、12年 3月期

▲142 億円、13年 3月期▲192 億円、14年 3月期▲226 億円、15年 3月期▲246 億円、

５年間累計で▲924 億円となる。

＜主要前提条件＞

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

期末株価 12,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

期末為替ﾚｰﾄ（円ﾄﾞﾙ） 140.00 150.00 150.00 150.00 150.00

期末円金利（Tibor3M） 0.65 0.45 0.45 0.45 0.45

期末円金利（国債指標） 1.20 0.80 0.80 0.80 0.80

＜変化額主要因＞

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期

業務粗利益 0 660 125 67 33

（国内資金損益） 0 160 125 67 33

（債券関係損益） 0 500 0 0 0

不良債権処理 0 ▲300 ▲300 ▲300 ▲300

株式関係損益 ▲200 ▲600 ▲150 ▲150 ▲150

法人税等 82 98 133 157 171

当期利益 ▲118 ▲142 ▲192 ▲226 ▲246

６７



ロ． リスク調整後の部門別収益率の見通し

  全体の統合ＲＯＥは１５年３月期には１１年３月期比６．６％改善の９．１％を計画。

 内訳としては、業務粗利益が１，００２億円増加する一方で、経費を４１２億円削減す

 ることから、経費控除後利益で約１，４００億円の増益を見込む他、１１年３月期に不

 良債権の大幅な前倒し引当処理を実施することから、予想損失が１２年３月期以

 降、約１，０００億円程度に減少することによるもの。

 ○部門別

   

・ 国内営業

 １２年３月期に予想損失の大幅減少が見込まれることから、統合ＲＯＥは１３．７％

  へ上昇し、以後も、個人ローン増強・貸出金利鞘の改善による業務粗利益の増加、

  チャネル改革等に伴う人員減による経費削減を着実に実施していくことで１５年３

  月期には１８．１％を見込む。

・ 海外営業

 １１年３月期はリストラコストから大幅マイナスとなるが、以後も引き続き、非日系

  取引原則撤退・拠点大幅削減などの大幅な業務リストラを継続、１５年３月期には

  ７％程度を目指す。

 

統合ＲＯＥの推移

１１／３月

期

１２／３月

期

１３／３月

期

１４／３月

期

１５／３月

期

（部門） （責任部署） 見込み 計画 計画 計画 計画

全体 2.5% 6.0% 7.7% 8.5% 9.1%

国内営業 支店統括部・ 2.8% 13.7% 17.0% 17.9% 18.1%

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ部

海外営業 国際企画部 ▲11.7% ▲6.1% ▲4.6% 0.1% 6.9%

投資銀行 投資銀行ＤＣ企画部 5.0% 6.7% 7.2% 7.4% 7.7%

財務 財務部 20.7% 16.4% 15.8% 15.2% 14.8%

その他 総合企画部 ▲13.4% ▲11.7% ▲10.4% ▲9.7% ▲8.7%

（注）統合ＲＯＥ＝（業務粗利益－経費－予想損失）／割当資本
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７． 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

（１）各種リスク管理の状況

イ． 金融を取巻くリスクに対しての基本認識

 

     金融の高度化・多様化・グローバル化を背景に銀行が直面するリスクは量的に

   増大するとともに、質的にも多様化・複雑化している。

     本格化するビッグバンの時代において、健全性・収益性に優れた経営体質を実

   現するためには、信用リスク、市場リスク、流動性リスクを始めとする経営全般に

   関わるあらゆるリスク量を的確に把握することが重要となり、取締役会・経営会議

   等の経営の諸会議を通じた取組みを強化する。

ロ． リスク管理についての当行基本方針

     次の２項目を基本枠組みとする：

  Ａ．信用リスクと市場リスクの統合管理とＲＯＥマネジメント

   信用リスクと市場リスクについては、整合した形で計量化を行い統合的に管理

 するとともに、計量化されたリスクに対する収益率、すなわちリスク調整後の資本

 効率である統合ＲＯＥで各業務を評価し、収益性の高い分野に焦点を当て経営資

 源を投入する「選択と集中」を実践し、収益性の向上と財務の健全化を図る枠組

 み。                                            【導入：平成１０年上期】

  Ｂ．流動性リスク管理と円外貨バランスシートマネジメント

   邦銀を取り巻く外貨を中心とする流動性の環境が極めて厳しい状況にあること

 を勘案、調達能力の的確な見極めとそれを踏まえた適正資産規模の策定ならび

 に計画的な期中運営を行なう枠組み、ＲＯＥマネジメントを補完するものとの位置

 付け。                                          【導入：平成１０年下期】

     経営戦略立案との関わりにおいて、リスク管理を、個別の管理面のみでなく、リ

   スク織込み後の採算を算定して部門別のＲＯＥ運営を行い、また調達能力からバ

   ランスシートサイズを決定し運営する枠組みとしている。 即ち、リスク管理は、財

   務内容の健全性を確保した上で部門別ＲＯＥによる不採算分野からの撤退と得

   意分野への注力を判断するための経営基盤としての位置付けを担う。

ハ． 現行中期経営計画の運営との関わり

 

      既に現行の中期経営計画の策定において、上記２つの枠組みが採用されて

    いる。

      また、期中の運営においても、月次のＡＬＭ委員会(委員長：頭取、全代表役員

    出席)にて「ＲＯＥマネジメント」ならびに「バランスシートマネジメント」の進捗状況
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    が報告されており、経営陣のリスク管理への積極的な関与がコミットされる体制

    となっている。

ニ． 与信運営・管理の強化

     信用格付体系を軸とした与信ポートフォリオ運営に移行中であるが、そうしたマ

   クロベース管理の一方で足元を固めるために、今後以下を促進する。

  Ａ．「稟議の電子化」  …与信判断基準の整備により、人為的誤謬の極小化

  Ｂ．「与信モニタリング」…事後フォロー体制整備により、債務者の実態把握・予

                       防管理を強化

  Ｃ．「信用格付制度」  …定性情報の共有等により、信用リスク評価手法の高度化

ホ． 非計量リスク

 

     事務システム、法務、不祥事等の非計量リスクについても的確な制御が必要と

   の認識で、各種委員会組織を設置するなど、精力的に対応中である。

     また、これら非計量リスクに対して、各種委員会の長への就任、経営会議への

   定期的報告等により、経営陣の十分な関与がなされている。

 （参考）

○ ＲＯＥマネジメント

    ９/下より、カンパニー・グループ制を導入。 ＲＯＥマネジメントは、９/下より試

   行導入し、１０/上より本格導入。

    ＲＯＥマネジメントでは、グループ・カンパニーを収益単位と考え、銀行の経営

   資源である自己資本(=割当資本)を配分する。

 

 

 

 

                         業務粗利益      －   （経費＋信用コスト）

     統合ＲＯＥ  ＝

                                     割当資本

 

リスクを一定範囲内

に

リスク対比収益の

極大化

経費・信用コストの

極小化
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    各カンパニー・グループは、割当資本に対して妥当なレベルにリスクをコントロ

 ールしながら業務運営を行うことから、銀行全体のリスクが自己資本でカバー

 出来るレベルに留まり、安全かつ健全な経営が実現される。

    一方、各グループ・カンパニーの成果は割当資本に対する収益の比率で評

   価。 すなわちＲＯＥベースのパフォーマンス評価を実施することにより、資本の

   有効活用を促し、銀行の収益性を高めるという｢選択と集中｣の実践が可能とな

   る。

 

○ バランスシートマネジメント

     １０/下より、流動性リスクの観点から、円外貨バランスシートに対して、

 

 第１段階：調達能力の的確な見極め

 第２段階：これを踏まえた適正資産規模の策定

 第３段階：計画的な期中運営

 

を柱とする「円外貨バランスシートマネジメント」を経営計画策定に同時に導入

する体制とした。

     収益性という質の面の管理手法であるＲＯＥマネジメントを、調達能力/適正

    資産規模という量の面から補完する管理手法との位置付け。

 

○ ＡＬＭ委員会(委員長:頭取)

      １０/上からのＲＯＥマネジメントの本格導入に併せ、４月より、全行の市場リ

    スク・信用リスク量及び資本との関係、そしてリスクに対する収益率(統合ＲＯ

    Ｅ)の報告、ならびに円・外貨の流動性リスクに関しての議論・報告を行う｢ＲＯ

    Ｅマネジメント部会｣を新たに設置。

      ＲＯＥマネジメントならびにバランスシートマネジメント（１０/下より)を月次で

    フォローする体制を確立。

      ＡＬＭ委員会は、従来の市場リスクと収益状況の報告ならびに市場性バン
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    キングポジションの運営方針の報告・承認を行う従来のパートとの２部制とし

    た。
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各種リスク管理の状況

リスク管理部署 現 在 の 管 理 体 制 過去１年間にみられた

改 善 を 要 す る 事 例

（ 件 数 ・ 概 要 ） 及 び

将 来 的 な 改 善 策

①信用リスク リスク統括部

融 資 企 画 部

資 産 監 査 部

・ 統合リスク管理の一

環として信用リスク計

量化自行モデルに基づ

く与信ポートフォリオ

管理を推進中

 

・ ＡＬＭ委員会（委員

長：頭取）「ＲＯＥマ

ネジメント部会」で全

行信用リスク量や資本

との関係、及びリスク

に対する収益の状況

（統合ＲＯＥ）を毎月

報告

 

・ 支店別与信ポートフ

ォリオの状況について

もパソコンネットワー

クを活用し審査部で定

期的にフォロー、信用

リスクの適切なコント

ロール、リスクに対す

る収益極大化を指導

 

・ 個別与信先について

は、信用格付、自己査

定の定期的な見直しを

軸とした予防管理を行

い、資産劣化懸念に対

し機動的に対応中

 

・ 不良債権発生極小化

のため、特に問題与信

先については個別アク

ションプランを策定し

・ ＲＯＥマネジメント、カ

ンパニー制、チャネル改革

等、業務運営改革に沿った

与信ポートフォリオ管理

体制整備（組織体制、権限

と責任、評価手法等の見直

し）

・ 信用格付・自己査定を軸

とした与信運営体制全般

の整備と評価手法の高度

化

・ クレジットポリシーの明

文化、融資稟議電子化によ

る稟議・審査プロセスの標

準化とスキルアップ、パソ

コンネットワーク・統合デ

ータベース等活用による

本部チェック体制強化に

よる与信基本方針・基本原

則の徹底、与信管理能力の

向上
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与信圧縮、保全強化等

重点的な管理を実施

 

・ 不良債権については

回収専門組織を中心と

した実回収に加え、流

動化、ＣＣＰＣ活用等

による圧縮に注力中

 

・ 資産監査部が、自己査

定・フィールドレビュ

ーを通じ与信運営体制

を監査

②金利リスク リスク統括部

財 務 部

為 替 資 金 部

・ ＡＬＭ委員会におい

て、円・外貨バンキン

グのポジション運営方

針につき、円貨は決

定、外貨は報告

 

・ 特に、円貨バンキング

については、財務部

が、金利見通しを踏ま

えた基本運営方針をＡ

ＬＭ委員会に付議して

同委員会が決定。財務

部は、同方針に基づく

日常運営（金利予測、

リスク把握、ポジショ

ン運営）を実施

③ カントリーリスク リスク統括部

国 際 審 査 部

国 際 企 画 部

・ 国際審査部が、原則年

１回見直しの国別評価

に基づき国別与信限度

枠を設定し、カントリ

ーリスクの総量を管

理。また必要に応じ国

評価、与信限度額の見

直しを実施

 

・ カントリーリスク重

・ 全行横断的な管理体制強

化については、引き続き検

討
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点管理国１７ヶ国を選

定し、国情急変に対し

拠点・本部が一体とな

り迅速かつシステマテ

ィックな対応を行なう

仕組みを導入（カント

リーリスク予防管理シ

ステム）。国情悪化に

対しては国別評価の格

下げと与信枠の削減、

さらにエクスポージャ

ーの圧縮を行なう

 

・ 国際審査部にカント

リーウォッチャーを設

置し、情報収集・分析

を実施

 

④ マーケットリスク リスク統括部

Ｄ Ｃ 企 画 部

・ 市場取引関連リスク

に対しては「市場リス

ク管理規程」を策定

・ 取引担当部署（フロン

ト）、事務処理部署（バ

ック）、リスク管理部

署（ミドル）の厳格な

分離と相互牽制体制を

確立

・ 収益部門から独立し

経営に直結した全行的

リスク管理専門部署で

ある「リスク統部」を

設置

 

・ リスク統括部は、ミド

ル経由（投資銀行ＤＣ

拠点は市場リスク管理

室にて取り纏め）で、

全行ベースの市場リス

ク（ＶａＲ）を日次で

 

 

 

 

・ トレーディング業務にか

かるサポートシステムの

改善
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把握し、月次のＡＬＭ

委員会において、リス

ク量ならびにリスクに

対する収益状況を、Ｒ

ＯＥマネジメントの枠

組みの中で経営宛に報

告

 

⑤ 流動性リスク リスク統括部

財 務 部

為 替 資 金 部

・ １０／下期より、経営

計画の一環として

「円・外貨バランスシ

ートマネジメント」を

実施

 

・ 外貨については、「外

貨流動性リスク管理規

程」に基づき為替資金

部と海外拠点が運営

 

・ 手許流動性管理（Ｏ／

Ｎ不足枠・２週間不足

枠設定）、予防的管理

（期間帯毎の資金ギャ

ップガイドライン設

定）等により管理し、

緊急時に備えた調達手

段（米国債）の確保に

より補完

 

・ 円貨については、「円

貨流動性管理につい

て」に基づき財務部が

運営

・ 当行格付基準別のギ

ャップガイドラインを

策定し、保有流動化可

能資産に裏打ちされた

流動性管理を実施

・ ギャップ圧縮のため

・ 流動性リスク管理上から

の要請に基づく担保資産

維持・確保について体制整

備

・ コミットメントライン管

理方法の強化

・ 今後のペイオフ導入を睨

み、本源的調達手段の在り

方検討
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の具体策を明示

・ 月次のＡＬＭ委員会

において、バランスシ

ートマネジメントのフ

ォローを行なうととも

に、その枠組みの中で、

円・外貨流動性リスク

の状況につき、管理・

報告する体制

 

⑥ オペレーショナル

  リスク

事 務 統 括 部

検 査 部

・ 事務の堅確性向上と

効率化を目的とし事務

統括部内に事務改革Ｐ

Ｔを設置

 

・ 事務水準向上、不正事

故、ＥＤＰトラブル発

生防止を目的とし、検

査部による年１回の臨

店検査体制確立

＜具体的な検討事項＞

１． 機器操作面での対応

① 処理フローそのものの

システム化

② 操作ＩＤ確認方法の強

化

③ 取引権限ＤＢ化による

権限管理強化

④ 貸借一致確認の自動化

による勘定相違防止

⑤ 融資稟議システムの導

入による正確な実行

２． 管理面での対応

① 管理情報の共有・開示で

不正行為を牽制

② 管理情報の詳細化によ

る事故の早期発見

③ システムで契約書を事

前印刷し改ざん防止

３． 窓口における事故防止

① 紙による暗証番号届の

廃止

② 事故情報の詳細化と全

店共有化

③ 商品説明資料のシステ

ムサポート

・ 事務リスクを念頭に置い

た手続きの見直し結果を

次期システムへ反映
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・ 事務水準向上、不正事

故、ＥＤＰトラブル発

生防止を目的とし、検

査部による年１回の臨

店検査体制確立

 

・ 災害対策を中心とし

た緊急時対応マニュア

ル制定

・ 新外為円決済制度に

ついて、事務統括、シ

ステム、関連会社にて

運用体制を確立

・ 全銀システムの為替

決済について事務統

括、システム、電算運

用室で監視体制を確立

・ 予防的検査体制の一層の

整備拡充

・ リスク管理強化の日（毎

年１月１７日）を基準日と

し、コンティンジェンシー

プランの継続的見直し整

備

・ 運用システムのレベルア

ップによる効率化の推進。

コンティンジェンシープ

ランの拡大化

・国内円決済の新制度への

対応

⑦ＥＤＰリスク シ ス テ ム 部 ・ ＥＤＰトラブル発生

防止のため、システム

部内に専任の品質管理

セクションを設置し、

検査体制を強化、開発

途中の工程監査、リリ

ース前の検証会議・確

・ 次期システム開発

 システムインフラ構

 築・ 新業務要件定義

 等開発中

 新業務システムの本

 格開発着手
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認会議等を実施 ・ 情報セキュリティ管理強

化

 全行的な情報セキュ

 リティ管理強化（セキ

 ュリティーポリシー

 策定等）

・ ２０００年問題対応

 １９９６年より取組み、

 計画通り順調に推移

 し、基幹システム部

 分については１９９８

 年１２月までに完了。

 全行課題との認識の

 下、企画部門及び事

 務部門担当役員を責

 任者とした「２０００年

 問題対策委員会」を

 本年１月に設置。

 各種対策の進捗状

 況については、月次

 で経営陣に対して報

 告を実施。

⑧法務リスク 法 務 部

国 際 企 画 部

・ 経営判断の適法性確

保のため、経営会議・

取締役会付議案件等を

法務部が事前チェック

・ 本部各部、営業店から

の法律相談を法務部で

受付け迅速に回答

 

・ 新種金融商品開発に

際し、貸手責任・説明

義務等に配慮した顧客

の立場に立った法的チ

ェック体制整備（投信

窓販に際し、投資商品

部と法務部が共管でコ

ンプライアンス体制整
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備）

 

・ 海外拠点にはコンプ

ライアンスオフィサー

を設置

・ トラブルの未然防止、

迅速・適正な解決の為、

各分野毎に高い能力と

識見を持った顧問弁護

士を確保、緊密な連携

体制を整備

⑨ レピュテーショナル

  リスク

法 務 部

事 務 統 括 部

検 査 部

総 務 部

融 資 企 画 部

人 事 企 画 部

関 連 事 業 部

広 報 部

総 合 企 画 部

秘 書 室

・ 企業倫理全般を管理

する組織として「倫理

委員会」（委員長：法

務部担当役員）設置

 

・ 倫理委員会下部組織

として、経営の健全性

確保のため、業務運営

の体制全般見直しを目

的に「業務運営刷新部

会」を設置し、不祥事

防止対策を中心に運営

中

・ 同じく下部組織とし

て「反社会的勢力介入

排除部会」を設置し、

法令違反疑念の有無を

総点検

・ 内部情報管理厳正化

のため「情報管理委員

会」（委員長：検査部

担当役員）を設置し、

相互牽制並びに管理体

制強化

・ 広報体制整備の観点

・ システムガード強化

・ スクリーニングの一層の

強化

● 当行関係会社の開発委託

先から当行顧客データが

漏洩する事件がありマス

コミにも報道された

・ システムへのアクセス制

御による情報管理体制の

整備検討
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から対外広報窓口を広

報部に一元化

・ １０年４月総合企画

部内にＩＲ室を設置

し、ＩＲ担当役員の配

置も実施

・ コンプライアンス体

制の充実・強化の為の

諸施策を実施（役員講

習会、各階層別研修、

部店長からの誓約書徴

求、関連会社講習会、

関連会社コンプライア

ンス担当セクション及

び責任者の明確化）
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（２）資産運用に係る決裁権限の状況

イ． 国内外の一般与信に関する決裁権限

 

   国内外の一般与信に関しては、営業部店の業務推進を所管する部署から独立した審査部が

決裁権限を有しており、その体系は、扱後の総与信残高と限界の総与信増加額のいずれか上

位の決裁区分（最上位・経営会議決裁～最下位・審査役決裁、営業部店長にも店区分に応じ

た決裁権限あり）により、案件毎の決裁権限を判定している。

・ 総与信残高＝対象取引先の実行後総与信残高

・ 総与信増加額＝実行後総与信残高－実行前総与信残高

ロ． カントリーリスク管理のための国別与信枠に関する決裁権限

   カントリーリスクの評価については、当行の評価に外部格付会社等（８機関）の

 評価を加味し、１０９ヶ国をＳからＧの８段階に分類にしたうえで、リスク量が割当

 資本の範囲内に収束するよう国別与信枠を設定している。

 

○ 国別与信枠設定方法

① 国別与信枠は、経営会議の決裁により原則年１回策定するが、必要に応じて随時見直しを

実施する。

② カントリーリスクの総量を当行自己資本の一定割合に定めたうえで、当該リスクを与信額

に引き直して各ランクに配分。

③ リスクが相互に関連する地域を一体管理するため、「地域別ガイドライン」を定める。

④ 特定の国への過度の与信枠賦与を排除する観点から、リスクと経済規模に応じた「国別ガ

イドライン」を定める。

⑤ 上記を満たすように国別与信枠を定める。

⑥ カントリーリスクに悪化傾向が見られる国に対しては、枠の抑制的な運用、案件の厳選を

適宜実施するとともに、リスク悪化の著しい国については評価の格下げと与信枠の削減を

行なう。。
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   ○評価ランクと定義

評価ﾗﾝｸ 定　義

Ｓｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｽｸ不安なし

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 極めて低ﾘｽｸ

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 低ﾘｽｸ

Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 中程度のﾘｽｸ

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 比較的高ﾘｽｸ

Ｅｸﾞﾙｰﾌﾟ 高ﾘｽｸ

Ｆｸﾞﾙｰﾌﾟ 極めて高ﾘｽｸ

Ｇｸﾞﾙｰﾌﾟ 破綻国

    

   ○カントリーリスク予防管理システム

カントリーリスク管理においては、リスクが顕在化する前段階での対応が極めて重要であ

ることとから、カントリーリスクの変化を先取りし、国情急変に対し迅速かつシステマティ

ックな対応（国ランクの格下げ、与信枠の削減・エクスポージャーの圧縮等）を行なうシス

テムを定めている。

    ・ツール（国情評価フォローシステム）

政治・経済等日々の情報及び主要経済指標を点数化しカントリーリスクの変化

を把握。一定ラインを超えれば国ランクの格下げ、与信枠の削減、エクスポー

ジャーの圧縮等を実施。

○ その他事後フォロー体制

① アラーム制度（状況に応じ国情注意、カントリーリスク事前照会対象国指定、与

 信回避・凍結等の連絡・指示を実施）。

② その他注意喚起制度（枠使用率の高い国について、拠点への与信枠使用率の通知等を行い、

枠の有効活用・資産の入替え等を促す。）。

ハ．政策投資に係る内外株式・転換社債・ワラント債の買入・売却に関する決裁権限

     政策投資株式については、価値評価手法などにおいて、通常の貸出債権と異

   なる株式固有の特質があるため、専門セクションを設置して主管部署としている。

   投資の決定に際しては、審査部における対象企業の信用チェックを経て、所定の

   決裁区分に従い上場・店頭銘柄と非上場銘柄それぞれについての権限体系を定

   めて、決裁権限を行使している。

・ 上記権限にかかわらず、異例と認められる時は、経営会議に付議を要する。

・ 決裁後の株価変動による取得金額の増加は２０％まで許容する。
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 ２０％を超えた場合の金額変更は、担当役員・経営会議決裁権限の案件は担当役員権限、

部長決裁権限の案件は部長権限とする。

・ 原則、部長および担当役員決裁案件は経営会議に報告する。

ニ． 有価証券の買入に関する決裁権限について

     国内の有価証券の買入に関しては、頭取を委員長とするＡＬＭ委員会（月１回

   開催）において、毎月運用方針を策定した後、経営会議で決裁している。個別の

   投資案件については、上記のＡＬＭ委員会が策定した方針のもとで、本部職務権

   限規程に基づき財務部長が決裁している。

     また、外貨建有価証券については、国別与信枠の証券枠内において、上場債

   および市場性ある非上場債を対象に運用しており、所定の決裁区分に従い買入

   可否を判断している。

・ 上記の定めにかかわらず、日本政府および日本政府機関債ならびに、同保証付き債券の購

入は、部長権限とする。

・ 上記にかかわらず、ソブリンリスクの証券の買入は「国別与信枠」の範囲内で部長権限と

する。

ホ．インターバンク取引に関する決裁権限

      

     インターバンク市場における資金運用については、金融機関毎の資金放出枠

   を金融法人部ならびに国際営業部の起案に基づき、年１回見直しを原則として経

   営会議の決裁により定めている。

     業務運営上はこの放出枠の範囲内において、円貨資金や外貨資金など取引

   種類毎の各所管部署が、本部職務権限規程の定めに基づき個別案件の決裁を

   行っている。
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（３）行内企業格付、ローングレーディングによる管理の状況

イ．信用格付制度について

  Ａ．当行の信用格付体系

格  付 リスクの

程 度

債 務 者 格 付 の 定 義 自己査定の

債務者区分

１ 実 質

リスク無

債務履行の確実性は極めて高い水準に

ある。

２ リ ス ク

僅 少

債務履行の確実性は高い水準にある。

３ リスク少 債務履行の確実性は十分である。

ａ

ｂ４

ｃ

平均水準

比 良 好

債務履行の確実性は認められるが、将来環

境が大きく変化した場合、その影響を受け

る可能性がある。

ａ

ｂ５

ｃ

平均水準

債務履行の可能性は当面問題ないが、将来

環境が変化した場合、その影響を受ける可

能性が強い。

ａ

ｂ６

ｃ

許容可能

レ ベ ル

債務履行の可能性は当面問題ないが、将来

安全であるとは言えない。

７ 平均水準

比 低 位

債務履行は現在問題ないが、財務内容が相

対的には低位にある。

正 常 先

８ 予 防 的

管理段階

貸出条件・履行状況に問題、業況低調ない

しは不安定等、今後の管理に注意を要す

る。

要 注 意 先

９ 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる。

破綻懸念先

Ⅰ 実質破綻先10

Ⅱ

重 要

管理段階

（実質的に）経営破綻に陥っている。

破 綻 先

  ○全体として、１０段階の格付体系。

  ○原則として、全ての法人債務者に格付付与。

  ○基本的には、国内外統一の格付体系。（１０年下期中目処に統一）

   但し、国内外の固有事情を勘案し、

 ・海外では、カントリーリスクにより個社に適用する格付上限を設定。

・ 国内では、債務者の集中する中位格付４～６をさらにａ・ｂ・ｃの３段階

に細分化。

○ 下位の格付段階は、自己査定の各債務者区分に対応。
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信用リスク計量化モデル

  Ｂ．格付評価の考え方

○ 債務者の債務償還能力を大企業から中堅・中小企業まで同一のモデルで統一

 的に評価することを目的に財務評価モデルを開発。

  本モデルでは、借入金の本源的な返済原資となるキャッシュフローおよびその

  蓄積である自己資本を重視。

○ 単体簿価ベースの財務評価に加え、連結格付（グループ先の格付修正）、実資力格

付（時価ベースの格付修正）、予測格付（将来の業績予測に基づく格付修正）を織

込んで債務者の信用力を総合評価。

 

  Ｃ．格付フロー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．信用リスク計量化について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     データセット

・ 格付推移確率

・ 相関係数(業績相関)

・ 業種寄与率

・ 業種ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ

     データベース

・ 取引データ

 (残高､期日､ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ)

・ 顧客属性データ

 (格付、業種、規模等）

 

  

債  

務  

者  

テ  

ー  

ブ  

ル

正常先

要注意先

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

格付

１～７

格付８

格付９

格付 10-Ⅰ

格付 10-Ⅱ

  

財  

務  

評  

価  

モ  
デ  
ル

 
 
 
 
 

・
連
結
格
付
（
グ
ル
ー
プ
先
修
正
）

 
   

・
実
資
力
格
付
（
時
価
ベ
ー
ス
へ
の
修
正
）

     

・
予
測
格
付
（
業
績
予
測
に
基
づ
く
修
正
）

総合評価

自  

己  

査  

定  

モ  

デ  

ル

  モンテカルロシミュレーション

…貸出期日まで１万通りの

  シナリオ作成

（特徴）①格付推移をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

    ②相関関係の織込み

①予想損失 …１万通りの平均値

②最大損失 …９９％信頼水準値

③信用リスクデルタ …格付別の

 予想損失率・最大損失率

   

 業務運営への適用

経営資源の最適配分

統合リスク管理

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｺﾝﾄﾛｰﾙ

リスク／リターン運

営引当政策
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ハ．信用格付・信用リスク計量化に基づいた与信管理について

  Ａ．個別与信管理プロセス

       ○「リスクに見合ったリターンが確保できるか」を一つのメルクマールとした

         与信判断

○ 信用格付に基づいた審査のメリハリ（与信権限、禀議ルール等）

○ リスクに応じた金利プライシング

       ○信用格付、自己査定の見直しを軸とした与信モニタリング（最低年１回）

          →問題発生の早期発見、早期対処

       ○信用格付制度の体系の中で問題与信を重点的に管理、不良債権発生

         を抑制

          ＜格付段階に応じた管理ルール（例）＞

格付段階 債務者区分 管理区分 管理ルール

格付１～

７

正常先 正常先 大口与信先を主体に信用劣化

状況を管理

予防的管理段階 信用状況のフォローととも

に、個社別にｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを策

定、管理強化

格付８ 要注意先

格付９ 破綻懸念先

格付１０ 実質破綻先

破綻先

重要管理段階

信用状況を重点管理。個社別

の実態把握をふまえたアクシ

ョンプランに基づき与信・保

全面の改善を推進。

       ○信用格付・自己査定に基づく償却・引当

○ 格付別・債務者区分別のデフォルト、貸倒実績のトレース結果に基づき、

  格付別に引当率を算定

 

○ リスク／リターンのパフォーマンスにより、貸出資産の安全性と収益性の改

善状況を評価

事 前 審 査

中 間 管 理

問 題 与 信 の 管 理 ・ 回 収

償 却 ・ 引 当

リスク管理状況の評価
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  Ｂ．リスク／リターン運営

●顧客別採算基準

   

   ●貸出金利・スプレッドガイドライン

  Ｃ．与信ポートフォリオ運営

キーワード 安全性 収益性

経営指標 ＢＩＳ自己資本比率 公表ＲＯＥ

評価基準 ○ 信用コスト（予想損失額）

 －過去データに基づき平均

的に発生が見込まれる損失

○ リスク所要資本（最大損失

額）

 －予想損失額を超過して発

生する最大の損失

○ 統合ＲＯＥ

分野別に割当られた自己

資本に対するネット利益の

割合

行内運営     「分社への割当資本」

・ 自己資本の範囲内でカンパ

ニー・部門に資本（ﾘｽｸｷｬﾋﾟ

ﾀﾙ）を割当

・ 割当資本の範囲内にﾘｽｸ所要

資本をコントロールしてい

るか

       「選択と集中」

･統合ＲＯＥ目標の経営計画

 への織込み

・ 統合ＲＯＥの収益率が高い

 分野に焦点が当たって

 いるか

● 統合ＲＯＥにより、与信ポートフォリオのパフォーマンスを評価

                         

   

ﾘｽｸ（ﾘｽｸ所要資本）を

一定範囲内にｺﾝﾄﾛｰﾙ

リスク対比収益の

極大化

経費・信用コストの

極小化

統合ＲＯＥ＝

業 務 粗 利 益 経 費 ＋ 信 用 コ ス ト

割 当 資 本

 －

ネットＲＯＩ

 貸出利鞘 ＝ 信用コスト（予想損失額）＋貸出経費＋期待利鞘

粗 利 益 － 経 費 － 信 用 コ ス ト

貸出残高
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  ●与信ポートフォリオ運営の基本方針

・ 自己資本の一定範囲内に信用リスクをコントロール

・ リスク／リターン基準に基づく貸出構成の改善

・ リスク分散（特定の国・業種・債務者グループ等への過度の与信集中を回避）

・ 問題与信先、問題業種に対する貸出の圧縮
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（４） 資産内容

イ．金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第３条第２項の措置後の

財務内容

11 年 3 月末より金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第３条第

２項に基づき、「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「要管理債

権」「正常債権」を開示するが、それぞれの残高見込みは次の通りである。

・「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」は、自己査定上の「破綻先」及び「実

質破綻先」に区分される総与信であり、11 年 3 月末はⅣ分類直接償却後で３，

９００億円を見込んでいる。なおⅣ分類額の直接償却予定額は７，６００億円。

・「危険債権」は自己査定上の「破綻懸念先」に区分される総与信であり、11

年 3 月末で ９，１００億円を見込んでいる。

・「要管理債権」は、自己査定上の「要注意先」に区分される与信のうち、リス

ク管理債権に該当する貸出金残高であり、11 年 3 月末で７，３００億円を見込

んでいる。

この７，３００億円のうち、１０年下期に関連ノンバンクを支援することによ

り、関連ノンバンク向け貸出金４，３００億円が要管理債権に新規計上される

見込みである。

以上、「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「要管理債権」の

合計額は２０，３００億円となるが、これに対する 11 年 3 月末の貸倒引当金は８，

９００億円、これに担保等を加えた保全率は７割程度となる見込みであり、財務内

容の健全性は充分確保されるものと考える。

債務者区分別の引当方針については、【（５）償却・引当方針】に記載。

(図表13)法第３条第２項の措置後の財務内容
11/3月末
見込み 保全部分を除いた分の引当方針および具体的な目標計数
(億円)

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

3,900
自己査定によりⅣ分類は全額直接償却、時価依存部分にあたる

Ⅲ分類は１００％個別引当金を計上する。

危険債権 9,100
担保等により保全されていない部分に対し原則７０％以上の引当

率で個別引当金を計上する。

要管理債権 7,300
米国基準のSubstandard並みの引当率（１５％）で一般貸倒引当金

を計上する。

（うち関連ﾉﾝﾊﾞﾝｸ） (4,300)

なお要管理債権の対象となる関連ノンバンクに対しては追加支援

を行うが、追加支援は当年度の債権放棄に加え、来年度以降の

再建期間に必要な債権放棄額も今期に全額個別引当を行う。

正常債権 343,000
要管理債権以外の要注意先は信用リスクに応じ２つに区分し、平

均残存期間を勘案して夫々の倒産確率から算出した予想損失額

を一般貸倒引当金に計上する。
正常先については信用リスク計量化による今後１年間の予想損失

額を一般貸倒引当金に計上する。
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ロ．全銀協統一開示基準

11 年 3 月末のリスク管理債権は、１２，８００億円と 10 年 9 月末比約３，１０

０億円減少し、貸倒引当金引当率は６９．５％を確保する計画である。

なお、この計数は会計方針の変更によりⅣ分類をリスク管理債権で７，５００億円、

引当金で７，６００億円控除したベースであるが、控除前ではリスク管理債権は２

０，３００億円、貸倒引当金引当率は８１．３％となる。

貸出条件緩和債権が、10 年 9 月末比約４，２００億円増加するが、これは関連ノ

ンバンク支援に伴い、関連ノンバンク向け貸出金を新たにリスク管理債権に計上す

ることによるものである。

(図表14)リスク管理債権情報(注１) （億円、％）
10/3月末 10/9月末 11/3月末

実績 実績 見込み

破綻先債権額(A) 4,028 4,187 1,000

会計上の変更により減少した額(注２) － － 3,000

延滞債権額(B) 5,924 6,615 2,600

会計上の変更により減少した額(注２) － － 4,500

３か月以上延滞債権額(C) 2,167 2,500 2,400

貸出条件緩和債権額(D) 2,633 2,610 6,800

①金利減免債権 2,115 2,139 2,070

②金利支払猶予債権 145 127 100

③経営支援先に対する債権 10 10 4,310

④元本返済猶予債権 163 132 120

⑤その他 197 201 200

合計(E)=(A)+(B)+(C)+(D) 14,754 15,915 12,800

比率　　(D)/総貸出 4.21 4.56 3.92

個別貸倒引当金(F) 9,299 9,579 6,600

引当率　(F)/(E) 63.0 60.2 51.6

貸倒引当金(G) 10,440 10,854 8,900

引当率　(G)/(E) 70.8 68.2 69.5

(注１)全銀協の「有価証券報告書における「リスク管理債権情報」の開示について」(平成10
      年3月24日付、平10調々第43号)の定義に従うものとし、貸出条件緩和債権について
      複数の項目に該当するものについては最も適当と判断した項目に計上すること。
(注２)会計方法の変更により資産から控除される間接償却部分。
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（５）償却・引当方針

 イ．従来の償却・引当方針

 財務の健全性を確保する方針のもと、１０年３月期から厳正な資産の自己査定に基づき適正

な償却・引当を行っている。資産の自己査定基準及び償却・引当基準は、商法、企業会計原

則及び、資産査定に係る事務ガイドライン並びに日本公認会計士協会の実務指針に基づき「経

営会議」（代表役員による決裁機関）により策定している。

  当行では、厳正な自己査定、及び適正な償却・引当を実施するにあたり、与信ポートフォ

リオ運営のベースとなる信用格付制度・信用リスクの計量化とリンクした自己査定体制、償

却・引当体制を取っている。具体的には、自己査定の債務者区分と整合性のある信用格付制

度を定め、また、信用格付制度の格付推移等から算出される予想損失を償却・引当基準に取

り込んでいる。

  適正な償却・引当の準備作業である資産の自己査定は、保有する資産を個別に検討して、

回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに従って区分することにより、その安全

性・確実性を判定するものであり、厳正な運営を実施しているが、具体的な自己査定体制は

次の通り。

Ａ．自己査定体制

①自己査定基準

厳正な自己査定を行うためには、債務者の債務（元利金）返済能力に関する要因を総合的に

検討し、債務者区分（正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先）を判定するこ

とが必要である。当行では、債務者の区分に当っては、下記の通り、財務データ活用による

判定指標と延滞等の与信状況による定量判定に、定性情報等を加味し、総合的に判断し、債

務者区分の判定を実施している。

［定量的要素］

＜財務データ＞                                 ＜与信状況＞

ａ．収益性（キャッシュフロー）                       ｅ．貸出条件変更

ｂ．財務状態（実態資力）                          　 ｆ．延滞期間

ｃ．企業体力測定（実態資力／キャッシュフロー）       ｇ．他行返済状況

ｄ．短期支払能力（経常収支比率）

［定性的要素］

業績改善・悪化度合、金融支援状況等

［最終判定の変更要素］

実質同一債務者、相続による遅延・延滞等

②自己査定基準日
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  自己査定基準日は、各決算日（３月末、９月末）であるが、査定手続き上、各決算日の３

カ月前（１２月末、６月末）を仮基準日としている。但し、仮基準日以降の与信の大幅増減、

債務者の倒産、業況急変等の重要な事実が発生した時は、必要な査定分類の修正を行い、実

態を反映した自己査定を実施している。

③自己査定体制

営業部店が一義的に自己査定を実施、各審査部門が営業部店の自己査定を検証の上、二次

的な査定を実施し、その後審査部門から独立した資産監査部が監査する体制を敷いており、

十分な牽制機能が発揮できる体制になっている。

また、内部統制の観点から、資産監査部の担当役員は、営業部門、審査部門の担当役員が

兼務できない規定を設けている。

Ｂ．償却・引当体制

  償却・引当基準は、商法、企業会計原則及び日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報

告第４号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒引当金の監査

に関する実務指針」に基づき策定している。具体的な償却・引当体制は次の通り。

①償却・引当基準

  行内の信用格付制度により取引先を１０段階に区分し、更にそれらの取引先を自己査定に

基づき正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に区分し、その区分毎に償却・

引当基準を定めている。

  正常先は、信用格付１～７の信用リスク計量化による今後１年間の予想損失額を一般貸倒

引当金に計上している。この正常先の予想損失額は、行内の過去５年間分のデフォルトを含

めた約３０万件の格付推移データに基づき、業種間及び個社間の相関関係も考慮した上で、

個々の貸出毎に貸出満期までの格付推移シナリオを１万通り発生させ、現在保有している与

信ポートフォリオが被るであろう損失額をシミュレーションしている。予想損失額は、１万

通りのシナリオで発生した損失を平均したものである。

  要注意先については、信用格付８を要注意先とし、Ⅱ分類債権の貸倒損失から算出される

貸倒実績率に基づき一般貸倒引当金を計上している。この貸倒実績率は、８年１月に行われ

た大蔵省検査のⅡ分類債権について直前決算期までの貸倒損失（直接・間接償却、共同債権

買取機構等宛て売却損失、証券化等による毀損額の合計）をトレースし、算定している。な

お、特殊性を排除する観点から住専５社への債権放棄、当行関連ノンバンクへの支援損は控

除している。

   

  破綻懸念先については、信用格付９を破綻懸念先とし、担保及び保証による回収可能見込

み額を控除し、その残額のうち、必要と認められる額を個別引当金に計上している。具体的
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には、債務者の経営状態、事業活動の状態、財務状態、延滞の期間、今後の収益性及び資金

繰見通し、再建計画の実現可能性、金融機関並びに親会社等の支援状況、担保・保証による

回収可能性等を総合的に判断し、個別引当先と一括引当先にセグメントしている。個別引当

先については、Ⅲ分類債権の５０％を個別引当金に計上し、また、一括先については、８年

１月に行なわれた大蔵省検査Ⅲ分類の貸倒実績率で個別引当金を計上している。

  実質破綻先・破綻先については、信用格付１０を実質破綻先・破綻先とし、回収見込み額

を控除し、その残額（Ⅲ・Ⅳ分類額）を原則全額貸倒償却するか、個別引当金を計上してい

る。

なお、特定海外債権引当金は、金融監督庁のガイドラインに則り、特定の国、地域を選定

し、当該国・地域の政治経済情勢等に起因して生ずることが見込まれるカントリーリスクに

対し、特定海外債権引当金を計上している。対象国・地域の選定は、当行独自の評価システ

ムに外部格付機関等の評価を加味し、国別評価ランクを８段階に区分したうえで、下位３区

分を特定海外債権引当金の対象国としている。

また、引当率は、Ｓ＆Ｐ倒産確率、ソブリン債価格等を参考に決定している。

②償却・引当基準日

  自己査定結果に基づく、償却・引当実施日は原則各決算日とする。

③償却・引当体制

  自己査定にリンクして償却・引当額を算出することから、自己査定体制と同様に、営業部

店が第一義的に償却・引当額を算定、各審査部門が営業部店の償却・引当額を検証の上、二

次的に算定し、その後審査部門から独立した資産監査部が償却・引当額を監査する体制をと

っており、十分な牽制機能が発揮できる体制になっている。

④経営宛て報告

  資産監査部は、自己査定結果、償却・引当結果に関わる重要事項及び資産の健全性検査に

関わる重要事項について経営会議に報告する規定になっている。報告事項は、自己査定結果、

償却・引当結果及びその内容分析（債務者区分別・業種別・地域別・営業部店別等）、監査

結果（誤謬の状況・修正内容等）、営業部店への臨店検査結果（営業部店の自己査定の実施

状況・再調査指示状況等）を報告する。また、以上に関し資産監査部は自己査定・償却引当

監査報告書を作成する規定になっている。

ロ．公的資金による株式等の引き受け等を踏まえた自主的・積極的な償却・引当方針

ビッグバン戦略の展開へ向けた信用力・財務基盤の一層の強化を図るべく、今後の
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景気後退影響に対応可能な償却・引当を実施し、今年度で不良債権処理を終了させ

る方針である。

具体的には、金融再生委員会の「資本増強に当たっての償却・引当についての考え

方」を踏まえ、最近の内外景気後退、企業業績の悪化等による将来の予想損失の増加を織込

み、要注意先・破綻懸念先の償却・引当基準を策定し、今後の不良債権に対する備えを厚く

する方針である。また、それ以外に関連ノンバンクの戦略的活用のため、関連ノンバンクの

財務体質を一層強化すべく、追加支援を行い、再編統合を計画している。その他、不良債権

の財務上の処理から実態的に処理を促進する観点から、流動化を加速化させるとともに、サ

ービサー会社を設立し、回収処理を強化する方針である。

Ａ．要注意先と破綻懸念先の償却・引当基準

①要注意先

  要注意先については、３ｶ月以上延滞先と貸出条件緩和先の「要管理先債権」と「その他の

要注意先」に区分し、「要管理先債権」は担保等により保全されていない部分に対し１５％

で引当、「その他の要注意先」は、更に信用リスクに応じ２つにセグメントし、それぞれの

平均残存期間を勘案した倒産確率から算出した予想損失額を引当てる方針である。

   

尚、正常先・要注意先の引当率については、前期まで正常先は、行内データに基づく、格

付１から７までの倒産確率を使用し、要注意先は、大蔵省検査のⅡ分類債権の貸倒実績率を

使用するなど、正常先と要注意先の引当率の算出方法が異なっていたが、今回、金融監督庁

より公表された「金融検査マニュアル検討会（中間とりまとめ）」の引当基準の考え方を踏

まえ、正常先・要注意先の引当率算定方法の統一を行う。

具体的な引当率の算定方法は、次の通り。

ａ． 有効財務データを有する法人債務者を対象に、過去 5年間に溯って信用格付(１０

    段階)を決定。

ｂ． 正常先～破綻先まで１０段階の格付推移ﾏﾄﾘｸｽを４期間分作成。

ｃ． ｂで得られた推移ﾏﾄﾘｸｽよりﾓﾝﾃｶﾙﾛｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法を用いて、３年後の劣化状況

   を推計。

ｄ． 3年後の劣化推移率をもとに、正常先は、今後１年間の倒産確率を算定し、要注意

   先は、平均残存期間の倒産確率を算定する。

  「倒産件数」は検査ﾏﾆｭｱﾙを踏まえ、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に劣化した件数を使

用する。

②破綻懸念先

  破綻懸念先についても、要注意先と同様に、最近の内外景気後退、企業業績の悪化等によ

る将来の予想損失の増加を踏まえ、過去一定期間の倒産実績から算出した倒産確率を大幅に

上回る引当を行う方針である。具体的には、破綻懸念先の担保等で保全されていない部分に
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対し原則７０％以上の引当を行う。

Ｂ．関連ノンバンクへの追加支援

関連ノンバンクについては、今回リテール戦略の一環として、付随業務等の強化を図るに

当り、関連ノンバンクの業務の絞り込みを行うとともに、財務体質を一層強化するため、短

期間で再建を完了させるべく、１１年３月期に追加支援を行う。追加支援は、当年度の債権

放棄に加え、来年度以降の再建期間に必要な債権放棄額も今期に全額引当を行う計画である。

Ｃ．不良債権の流動化・回収促進

  不良債権の財務上の処理から実態的な処理促進の観点から、流動化については、前年度か

ら専門スタッフを設置し、流動化スキームの開発・バルクセールの実施など積極的に取り組

んでいる。前年度の流動化実績は約４，０００億円、今年度は約１，５００億円を実施する

計画である。今後は不良債権の格付毎の債権別に多様な流動化手法の開発に取り組み、流動

化の対象を破綻先・実質破綻先から破綻懸念先・要注意先まで拡大し、更に流動化を加速さ

せていく。流動化計画は、売却先との価格交渉等もあり変動も有り得るが、現状、１０年３

月期から１５年３月期までに累計１兆円以上の流動化を実施する計画である。

  回収については、従来から実施している施策に加え、今般のサービサー法制定を受けてサ

ービサー会社を設立する。新会社設立により、銀行本体と関連ノンバンクがそれぞれ実施し

ている回収業務を集約、強化し、回収スキルを向上させ、当行グループ全体の不良債権回収

を促進すると同時に、回収業務のローコスト化を行う。

Ｄ．債権放棄に対する考え方

企業から債権放棄を要請された際、その企業を支援せずに破綻させたときの社会的な影響

が大きいと判断したときは、下記条件が充足している場合には不良債権をバランスシートか

ら切り離す手段の一つとして債権放棄に応じることがある。

① 再建計画内容が妥当、履行により再建可能で残債回収がより確実となる等の合理性があ

ること

② 破綻の場合の当行損害予想額と債権放棄による負担額とを比較考慮し、再建支援の方が

相対的に当行負担が軽く、また、当行負担割合が妥当であること

③ 法務セクション並びに顧問弁護士により合法性を確認し経営会議・取締役会での議論等

の社内手続を経ること

④ 業績悪化に関して当該企業の経営責任が明確になっていること

Ｅ．従来との償却・引当基準比較

現行(10 年９月期まで) 今年度（11年 3月期）

正常先 正常先の信用格付１～７に対し、格

付毎の過去５年間の貸倒予想損失

率に基づき一般貸倒引当金を計上

同左。

・但し、倒産確率については、金融

監督庁検査ﾏﾆｭｱﾙの引当基準の考え
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する。 方を踏まえ、格付推移ﾏﾄﾘｯｸ ｽを見

直し、算定。

要注意先 大蔵検査Ⅱ分類債権の貸倒損失を

トレースした貸倒実績率に基づき

一般貸倒引当金を計上する。

要注意先を「要管理先債権」と「そ

の他の要注意先」に区分し、担保等

で保全されていない部分に対し、

「要管理先債権」は 15％で引当、「そ

の他の要注意先」は、更に２つに区

分し、夫々の平均残存期間の倒産確

率から算出した予想損失額を一般

貸倒引当金に計上する。

破綻懸念先 破綻懸念先を財務状況・延滞状況・

再建計画の確実性等を勘案し、個別

先と一括先にセグメントし、個別先

についてはⅢ分類の 50％、一括先

については、大蔵検査Ⅲ分類の貸倒

損失をトレースした貸倒実績率で

個別引当金を計上する。

破綻懸念先の担保等で保全されて

いない部分に対し原則７０％以上

の引当率で個別引当金を計上する。

実質破綻・破綻

先

Ⅲ・Ⅳ分類を原則全額償却・引当。 同左。

特定海外債権引

当勘定

大蔵省事務ガイドラインに則りカ

ントリーリスクに対し特定海外債

権引当勘定を計上する。

当行カントリーリスク評価の評価

ランクを基準に対象国・地域を選定

し、Ｓ＆Ｐ倒産確率、ソブリン債価

格等を参考に引当を行う。

同左。

Ｆ．自己査定体制、償却・引当体制の強化

  今後、更に自己査定体制、償却・引当体制に関わる内部統制を強化するとともに、実効性

のある監査手法を確立・強化させていく。また、営業部店の査定強化については、資産監査

部の臨店検査拡充等や信用格付制度との整合性を高め、自己査定を日常業務化させていく。

内部統制の強化策としては、誤謬原因の究明により個々に誤謬回避の方策を立案・実施（事

務ミスに対するシステム補完、債務者実態をより反映した査定手法等）をするとともに、評

価への反映や監査時の問題点指摘等、適切な指導により査定部署の水準向上をはかる。
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Ｇ．１１年３月期不良債権処理見込みと償却財源

以上の償却・引当方針に基づき、１１年３月期は不良債権処理を大幅に増加させ、財務の

健全性を一層強化させる。

不良債権処理の具体的内容は、

・要注意先への大幅な引当金積み増しを主に、一般貸倒引当繰入で９８９億円

・破綻懸念先への大幅な引当金積み増しを主に、個別引当金繰入で４，５００億円

・ 関連ノンバンクの再編統合に伴う追加支援で、２，８８０億円

等により、合計９，９４２億円の不良債権処理を見込んでいる。

また、この処理に対する財源として、業務純益２，５８３億円、株式関係損益１３１億円、

不動産処分益１，０００億円、税効果会計による法人税等調整額２，５９２億円、内部留保

取崩３，６３６億円を計画している。

(図表15)不良債権処理状況 (億円)
9/3月期実績 10/3月期実績 11/3月期見込み

不良債権処理額(A) 6,275 12,566 11,142
個別貸倒引当金取崩額(B) 1,048 773 1,200
不良債権処理損失額(A)-(B) 5,229 11,810 9,942
一般貸倒引当金繰入 3 17 989
貸出金償却 107 118 1,000
個別貸倒引当金繰入額 1,294 6,046 4,500
ＣＣＰＣ向け債権売却損 699 999 275
協定銀行等への資産売却損(注) － － －
その他債権売却損 443 846 106
関連ノンバンク支援損 2,290 3,057 2,880
その他 390 724 192

(注)金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行

等への債権売却損。

(図表16)不良債権償却原資 (億円)
9/3月期実績 10/3月期実績 11/3月期見込み

業務純益（一般貸倒繰入前） 2,821 2,954 2,583
国債等債券関係損益 155 449 528
株式等損益 2,408 5,330 131
不動産処分損益 3,019 1,000
内部留保利益 507 3,636
その他(法人税等調整額） 2,592
合計 5,229 11,810 9,942

0 0 0
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ハ．管理部等における管理・回収方策

管理回収部（融資部）にて、倒産先と３ヶ月以上延滞先を所管し、早期処理促進の

観点から個社別回収方針・処理策を決定し、その進捗管理並びに訴訟、償却・引当、

不良債権の売却等の対応と案件の審査を行っている。

Ａ回収専門組織「融資渉外室」の設置

・ 回収専一先を営業店から切り離し、回収強化を図るべく本部集中管理の回収専門組

織「融資渉外室」を設置。

・ 当初、６年１０月４０名で発足し部分的に本部集中を実施してきたが、８年７月以

降トラブルクレーム先も含めて本部集中先を拡大し、短期間で競売申立等も含めた

処理手続を完了させるべく取組中である。

 （融資渉外室所管：法的整理先等を除いた全体の約６割）

・ 個社別の回収方針を明確化し、期限を区切った折衝を実施するとともに、特に担保

不動産処分については、価格面、権利関係が複雑等の理由で処分が不調の場合は、

競売申立等の法的手続を積極的に活用し処理促進に取組んでいる。

・ ㈱共同債権買取機構宛売却済債権の回収についても、銀行プロパー債権と同様に個

社別方針を明確化し、担保不動産処分、競売申立等を積極的に活用し、処理促進に

取組んでいる。

 

 Ｂ倒産延滞債権並びに、担保不動産情報のデータベース化の構築

・ 個社管理の徹底並びに判断業務の効率化の為の各種データベース化を推進中であ

る。

・ 特に、担保不動産について、売却に必要な内容約７，７００件をデータベースとし

て保有し、売却の為の照会等に対応出来るようにするとともに、早期処分促進の為、

関係不動産会社、三井不動産販売等に対する物件情報の提供にも取組んでいる。

 

 Ｃ不良債権の前倒し処理の為、流動化スキームの開発と実施

・ 証券化スキームを開発し、競売申立担保付債権並びに法的整理移行済債権の証券化

を実施。

・ 売切り型処理の推進の為、専門スタッフを設置し、競売申立済担保付債権、競売申

立予定先の債権、破産等法的整理へ移行済債権等、所謂最終処理策に至っているも

のについては、競落並びに最終清算配当の前倒し処理の観点から、ローンパーティ

シペーションによる売却を１０年３月期約４，０００億円、１０年９月期約１，０

００億円実施済。

・ 不良債権を短期間に大量に処理するためには本手段は有効なので、引き続き売却価

９９



格の折合いがつくものについては、積極的に実施していく予定である。

Ｄ㈱共同債権買取機構への債権売却の促進

・ ㈱共同債権買取機構設立時より、不良債権の早期処理の観点から売却を促進してき

た経緯にある。

・ 今後も、流動化と同様、積極的に売却していきたいと考えている。

・ また、㈱共同債権買取機構宛売却済債権についても、バックファイナンス残高圧縮

のため、今後流動化を実施していく。

Ｅ不良債権回収実績の業績評価体系への組入れ

・ 営業店所管の倒産延滞債権について、回収に対するインセンティブを強化し、回収

にドライブをかけるべく、回収実績の営業店業績評価体系への組入れを実施し、全

行的に不良債権の圧縮に注力している。

 

 Ｆ自己競落会社の設立

・ 競売物件の競落促進による担保付不良債権の回収促進を図るべく、６年１０月自己

競落会社「㈱さくら総合管理」を設立、今後とも、積極的に自己競落を行い回収促

進を図る。

Ｇ債権回収会社（サービサー）設立

・ 当行は他行に先駆け不良債権を本部に集中し回収専門組織（融資渉外室）による管

理回収を行い、回収ノウハウ蓄積を図っており、処理促進に成果を挙げている。

・ 今般のサービサー法制定を受けて、融資渉外室の回収ノウハウの活用を、従来出来

なかった関連ノンバンクにも拡大できることとなり、当行グループ全体の不良債権

処理促進の為、融資渉外室に関連ノンバンク４社の不良債権回収部門を合体させ、

サービサー会社を設立する。

・ 回収専門組織による、より踏み込んだ回収折衝が可能となり、一層の処理促進が可

能となる。また、集約による人件費などのローコスト効果を享受できる。
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ニ．行内企業格付ごとの償却・引当の目処

債務者ごとに格付１～１０の信用格付を付し与信運営・管理を行っているが、こ

れは自己査定上の債務者区分に対応しており、格付１～７・その他が「正常先」、

格付８が「要注意先」、格付９が「破綻懸念先」、格付１０が「実質破綻先・破綻

先」となっている。

  要注意先以下については、自己査定の償却・引当基準に沿って引当を行っている

が、正常先については、信用リスク計量化による信用格付に基づいた倒産確率をベ

ースに今後 1年間の貸倒損失見込額を算出し、一般貸倒引当金を計上している。

                   （格付別の与信末残－担保カバー額－ローンパ残高）×倒産確率

                                     正常先の与信末残合計

過去１年間は、金額ベースでは大口倒産があり、損失発生比率は０．２３％であ

るが、件数ベースでは発生比率は０．１０％であり、貸倒予想損失率の範囲内に収

束している。

（図表１７）過去1年間の倒産先（件数，億円）

倒産1年前の 件数 金額

信用格付 （損失額）

格付１ 0 0

格付１－Ⅱ 0 0

格付２ 0 0

格付３ 1 196

格付４ａ 1 1

格付４ｂ 3 21

格付４ｃ 10 10

格付５ａ 14 5

格付５ｂ 34 21

格付５ｃ 58 207

格付６ａ 41 73

格付６ｂ 32 14

格付６ｃ 20 2

格付７ 18 5

その他 330 69

計 562 624

比率 0.10％ 0.23％

（注）その他は、個人及び格付対象外先

貸倒予想損失率＝
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（６）含み損益の状況

  債券については、国債を中心に十分な含み益を確保している。今後とも適切な運営を図ってい

く所存。

  株式については、保有目的等を勘案すれば、一時点での状況のみで評価すべきものではない

と考えるが、従来から資産効率化の観点から実施してきた売切りについて、当行としては、今後

ホールセール事業において、コア日系大企業への取引集中という「事業の選択と集中」を進める

過程で、保有株式の売却を推進し、圧縮していく方針。

  その他の資産に記載しているデリバティブ取引ついては、オンバランス資産のヘッジ目的で行

なっているものも多く、オン・オフ合算で管理すべきもの。

  当行も『ＲＯＥ管理』の中で、オン・オフ合算で適切な一体管理を行なっている。

（図表18）含み損益総括表 （億円）

１０／３月末

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

有価証券 64,493 64,234 ▲ 259 2,914 3,173

債券 18,313 18,698 385 388 3

株式 33,950 33,478 ▲ 472 2,453 2,925

その他 12,229 12,057 ▲ 172 73 245

金銭の信託 2,399 2,398 ▲  0 8 9

再評価差額金（注１） 540 2,710 2,170 2,239 69

不動産含み損益（注１）

その他資産の含み損益（注２） 1,954

（注１）再評価差額金には、「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用土地の再評価を実施

したものを記入している。再評価を行っていない不動産の貸借対照表価額は763億円である。

（注２）トレーディング取引に含まれるもの以外のデリバティブ取引の評価損益を記入している。尚、

上記数字には、損益計上している通貨・金利スワップの経過利息部分3,490億円が含まれている。

（億円）

１０／９月末

貸借対照表

価額 時価 評価損益 評価益 評価損

有価証券 66,626 61,872 ▲ 4,754 2,069 6,823

債券 21,646 22,616 970 971 0

株式 33,247 27,910 ▲ 5,336 1,005 6,342

その他 11,732 11,344 ▲ 387 92 480

金銭の信託 1,830 1,823 ▲ 6 4 11

再評価差額金（注１） 501 2,422 1,921 1,990 69

不動産含み損益（注１）

その他資産の含み損益（注２） 2,491

（注１）再評価差額金には、「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用土地の再評価を実施

したものを記入している。再評価を行っていない不動産の貸借対照表価額は733億円である。

（注２）トレーディング取引に含まれるもの以外のデリバティブ取引の評価損益を記入している。尚、

上記数字には、損益計上している通貨・金利スワップの経過利息部分3,002億円が含まれている。
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株式含み損の処理について

○売切りによる処理

    株式については、株価変動リスクの回避あるいは選択と集中の観点より、

基幹先以外の大企業の政策保有株を主体に、相対で交渉を行い、マーケットへ

の影響にも配慮しながら売切りを推進してきており、１０年度までの過去３年

間の売却実績は約５，９００億円となっている。

    来年度以降も、年間約１，０００億円の売切りを行い、年間２００～３０

０億円程度の売却損を計上することによって、１１年度から１４年度までの４

年間で約１，０００億円の含み損を解消する方針である。

○強制評価減による処理

    早期処理という観点から売切りの増額も有りうるが、取引先との関係やマ

ーケットへの影響といった問題もあることから、強制評価減の基準の見直しと

いう形で会計上の処理を進める。

    具体的には金融監督庁の検査マニュアルも踏まえ、強制評価減の基準を見

直すことによって、１１年３月期は約７６０億円、１２年３月期には約２００

億円の株式償却を計上、含み損を前倒しで解消する計画である。

○時価会計による処理

    時価会計導入により、１３年度から株式を時価で評価し貸借対照表に計上

するとともに、評価差額を税効果を調整の上、資本の部に直接計上することに

なる。本申請書は時価会計導入を前提に策定しているので、１３年度において、

財務上、株式の含み損を一掃する計画である。

株式（含む外国株式）含み損の推移 （単位：億円）
11／3月期 12／3月期 13／3月期 14／3月期 15／3月期

見込 計画 計画 計画 計画

株式含み損 ▲5,330 ▲4,830 ▲4,530 0 0

＜処    理＞

売 却 損 200 300 300 200 200

償      却 760 200 0 0 0

評価損失 0 0 0 4,330 4,130

評価差額 0 0 0 2,555 2,437

税 効 果 0 0 0 1,775 1,693

（注１）株価は１０年９月末の水準（日経平均１３，４０６円）で横ばいの前提
（注２）評価損失は、実効税率４１％で税効果を調整の上、残額を評価差額
        として資本の部から直接控除している。
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（７）金融派生商品等取引動向

     オフバランス取引の想定元本は、金融先物取引の増加を主因として約２３兆円増加した。また、

  信用リスク相当額は約３千億円の減少となっているが、これは先物外国為替取引の想定元本減少

  と ９月の為替相場が ３月に比べ安定的に推移したこと等による、グロス正の評価益減少が主因と

  考えられる。

(図表19)オフバランス取引総括表 (億円)

契約金額・想定元本 信用リスク相当額(与信相当額)

10/3月末 10/9月末 10/3月末 10/9月末

金融先物取引 419,357  659,273  － －

金利スワップ 728,459  778,718  13,159  13,825  

通貨スワップ 53,974  49,038  5,722  5,513  

先物外国為替取引 248,056  200,787  10,069  6,812  

金利オプションの買い 190,104  117,529  438  540  

通貨オプションの買い 15,583  13,984  432  222  

その他の金融派生商品 134,375  200,448  718  721  

一括ネッティング契約に
よる与信相当額削除効果

－ － ▲12,448  ▲12,514  

合　　　計 1,789,910  2,019,779  18,092  15,121  

(注)ＢＩＳ自己資本比率基準ベースに取引所取引、原契約２週間以内の取引を加えたもの。

     図表２０は、当行本体（連結子会社との取引及びネッティング効果を除く）の国内ブックベースにて

   計数を記載している。また、信用コスト ・ 信用リスク量は、現状暫定的にリスクアセット対比の平均

   的比率（０．５３％と５．８９％）によって、格付に係わらず一律算定している。

(図表20)信用力別構成(10/9月末時点) (億円)

格付BBB/Baa以上 格付BB/Ba以下に

に相当する信用力 相当する信用力を その他(注) 合計

を有する取引先 有する取引先

信用リスク相当額(与信相当額) 14,884 607 2,490 17,981

信用コスト 17 2 5 24

信用リスク量 188 18 59 265

(注)個人取引(外貨定期)、公表または行内格付がない先（ｽﾜｯﾌﾟﾊｳｽ・ﾌｧｲﾅﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰを含む）に対する取引。
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株式会社さくら銀行第三回優先株式（第二種）商品概要

１．株 式 の 種 類 株式会社さくら銀行第三回優先株式（第二種）

 （以下「本優先株式」という。）

２．発 行 数 無額面 第二種優先株式 8億株

３．発 行 価 額 1株につき  1,000 円

４．発行価額の総額 8,000 億円

５．資 本 組 入 額 1株につき  500 円

６．資本組入額の総額 4,000 億円

７．発 行 方 法 株式会社整理回収銀行に直接全額割当てる方法により発行する。

８．募集を行う地域 募集は行わない。

９．新規発行による手取金の額及び使途

(1)新規発行による手取金の額

 発 行 総 額      800,000,000,000 円

 発行諸費用の概算額   2,810,000,000 円

 差 引 手 取 金 の 額 797,190,000,000 円

(2)手取金の使途 一般運転資金に充当する。

１０．払 込 期 日 平成 11 年 3 月 30 日

１１．発行年月日 平成 11 年 3 月 31 日

１２．当該有価証券を証券取引所に上場しようとする場合における当該証券取引所の名称

 上場の予定なし。

１３．本優先株式の内容に関する事項

(1)優先株主配当金

本優先株式を有する株主（以下「本優先株主」という。）に対しては、優先株主配当金を支

払うものとし、その内容については、次のとおりである。

 ①優先株主配当金

(ｱ) 優先株主配当金 優先株主配当金の額は 1株につき年 13 円 70 銭とする。ただし、平成

11 年 3 月 31 日現在の本優先株主に対し支払うべき最初の優先株主配

当金の額は 1株につき 4銭とする。

 毎年3月末日現在の本優先株主に対し普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）に先立ち、かつ、第一種優先株式（当行第二回優

先株式を含む。）を有する株主（以下「第一種優先株主」という。）

および第二種優先株式を有する株主（以下「第二種優先株主」という。）

と同順位で、優先株主配当金を支払う。ただし、当該 3月末日に終了

する営業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中

間配当金を控除した額とする。

別   添
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(ｲ) 非累積条項 ある営業年度において本優先株主に対して支払う株主配当金の額が

 優先株主配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降

に累積しない。

(ｳ) 非参加条項 本優先株主に対しては優先株主配当金を超えて配当はしない。

② 優先中間配当金 優先中間配当金の額は 1株につき 6円 85 銭とする。

 中間配当を行うときは、毎年 9月末日現在の本優先株主に対し普通株

主に先立ち、かつ、第一種優先株主および第二種優先株主と同順位で、

優先中間配当金を支払う。

(2) 消          却 当行は、いつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利

 益をもって当該買入価額により消却することができる。

(3) 残余財産の分配 当行の残余財産を分配するときは、本優先株主に対し普通株主に先立

 ち、かつ、第一種優先株主および第二種優先株主と同順位で、本優先

株式 1 株につき 1,000 円を支払う。本優先株主に対しては上記 1,000

円のほか残余財産の分配はしない。

 (4)普通株式への転換

本優先株式は、当行普通株式に転換できるものとし、その転換を請求し得べき期間および転

換の条件は以下の通りである。

①転換を請求し得べき期間

平成 14 年 10 月 1 日より平成 21 年 9 月 30 日までとする。ただし、株主総会または本優

先株式にかかる種類株主総会において権利を行使すべき株主を確定するための一定の

日（以下「基準日」という。）を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる

株主総会または本優先株式にかかる種類株主総会終結の日までの期間を除く。

②転換の条件

(ｱ)当初転換価額

当初転換価額は、平成 14 年 10 月 1 日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（以下「当

初転換価額時価算定期間」という。）の東京証券取引所における当行の普通株式の普通

取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）を円位未

満小数第 1 位まで算出しその小数第 1 位を四捨五入して得られる金額とし、平成 14 年

10 月 1 日以降適用する。

ただし、計算の結果、当初転換価額が 155 円（以下「下限転換価額」という。）を下回

る場合は、下限転換価額をもって当初転換価額とする。

なお、当初転換価額時価算定期間の終了する日の翌日以降当初転換価額が適用される日

の前日までの間に、本号②(ｳ)に掲げる転換価額の調整の事由が発生した場合には、本

号②(ｳ)の規定に準じて当初転換価額および下限転換価額を調整し、平成 14 年 10 月 1

日以降これを適用する。

(ｲ)転換価額の修正

転換価額は、平成 15 年 10 月 1 日以降平成 18 年 10 月 1 日まで、毎年 10 月 1 日（以下
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それぞれ「修正日」という。）に、各修正日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（以

下それぞれ「時価算定期間」という。）の東京証券取引所における当行の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）を円位

未満小数第 1位まで算出しその小数第 1位を四捨五入して得られる金額に修正される。

ただし、計算の結果、修正後転換価額が修正日前日において有効な下限転換価額を下回

る場合は、下限転換価額をもって修正後転換価額とする。

(ｳ)転換価額の調整

A. 当初転換価額が適用される日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、

転換価額を次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。

 調 整 後   調 整 前          新規発行の普通株式数×1株当たりの払込金額

 転換価額   転換価額       時       価

 既発行の普通株式数＋新規発行の普通株式数

ただし、転換価額調整式により算出される転換価額が、当行の普通株式の額面金額の

2 倍の額を下回る場合は、当行の普通株式の額面金額の 2 倍の額をもって調整後転換

価額とする。調整後転換価額は円位未満小数第 2位まで算出し、その小数第 2位を四

捨五入する。

i)   転換価額調整式で使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する

場合

調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日がある場合

はその日の翌日以降これを適用する。

ii) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、

また株式の分割のための株主割当日がない場合は商法第 220条にて準用する商法第

215 条第 1 項に規定された一定の期間満了の日の翌日以降、これを適用する。ただ

し、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式

の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益

の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主

割当日とする場合は、調整後転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をし

た株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

iii) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式に転換又

は新株引受権の行使のされ得る証券を発行する場合

調整後転換価額は、その証券の発行の日に、また募集のための株主割当日がある場

合はその日の終わりに、発行される証券の全額が転換又はすべての新株引受権が行

使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその割当日の翌日以降これを適

用する。ただし、当該発行される証券の転換価額又は新株引受権の行使価額がその

発行日又は割当日において確定しない場合には、調整後転換価額は、転換又は新株

引受権の行使のされ得る最初の日の前日に、発行される証券の全額が転換又はすべ

既発行の普通株式数＋＝ ×
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ての新株引受権が行使されたものとみなし、当該最初の日以降これを適用する。

B. ただし、本号②(ｲ)に定める各時価算定期間の終了する日の翌日以降当該修正日前日

までの間に、本号②(ｳ)に掲げる転換価額の調整事由が発生した場合には、本号②(ｳ)

の他の規定にかかわらず、本号②(ｲ)に基づき修正された修正後転換価額を調整前転

換価額として調整後転換価額を算出し、当該修正日以降にこれを適用するものとし、

当該修正前転換価額については調整を行わないものとする。

C. 本号②(ｳ)A.の各項目に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等

により転換価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する価額に変更さ

れる。

D. 転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし本号②(ｳ) A.

ii）ただし書の場合には株主割当日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京

証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の

平均値（終値のない日数を除く。）とする。時価の計算は円位未満小数第 2位まで算

出し、その小数第 2位を四捨五入する。

E. 転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日に

おいて有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行の普通株式数は、

株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は、次に定める日にお

ける当行の普通株式の発行済株式数とする。

i) 株式の分割を行う場合には、商法第 220 条にて準用する商法第 215 条第 1項に規定

された一定の期間満了の日

ii) その他の場合には、調整後転換価額を適用する日の 1か月前の日

F. 転換価額調整式で使用する 1 株あたりの払込金額とは、(a)本号②(ｳ)A.i）の時価を

下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合には、当該払込金額（金銭以外の財

産による払込の場合にはその適正な評価額。）、(b)本号②(ｳ)A.ii）の株式分割によ

り普通株式を発行する場合は 0 円、(c)本号②(ｳ)A.iii）の時価を下回る価額をもっ

て普通株式に転換又は新株引受権の行使され得る証券を発行する場合には、当該転換

価額又は新株引受権の行使価額をそれぞれいうものとする。

(ｴ) 下限転換価額の調整

本号②(ｳ)の規定により転換価額の調整を行う場合には、下限転換価額についても、転

換価額調整式を、「転換価額」を「下限転換価額」に置き換えた上、適用して同様の調

整を行い、本号②(ｳ)C.の規定により転換価額の調整を行う場合には、下限転換価額に

ついても取締役会が適当と判断する価額に変更される。ただし、本号②(ｳ)B.に定める

場合には、調整後下限転換価額は当該修正日以降これを適用するものとする。
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(ｵ)転換により発行すべき普通株式数

本優先株式の転換により発行すべき当行の普通株式数は、次のとおりとする。

転換により発行する     本優先株主が転換を請求した本優先株式の発行価額総額

普 通 株 式 数             転  換  価  額

発行株式数の算出に当たって 1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(ｶ)転換により発行する株式の内容

株式会社さくら銀行額面普通株式（現在 1株の額面金額 50 円）

(ｷ)転換請求受付場所

名義書換代理人事務取扱場所 三井信託銀行株式会社証券代行部

東京都中央区日本橋室町二丁目 1番 1号

(ｸ)転換の効力の発生

転換の効力は、転換請求に要する書類および本優先株券が前記(ｷ)に記載する転換請求

受付場所に到着したときに発生する。

③普通株式への一斉転換

平成 21 年 9 月 30 日までに転換請求がなかった本優先株式は、平成 21 年 10 月 1 日（以下

「一斉転換日」という。）をもって、本優先株式 1株の払込金相当額を一斉転換日に先立

つ 45取引日目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる

数の普通株式となる。ただし、この場合当該平均値が普通株式の額面金額又は 155 円のい

ずれか高い金額を下回るときは、本優先株式 1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額

で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式数の算出に当たって 1株に満たな

い端数が生じたときは、商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。

④優先株式の転換と配当金

本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の株主配当金又は中間配当金

は、転換の請求又は一斉転換が 4月 1日から 9月末日までになされたときには 4月 1日に、

10 月 1 日から翌年 3 月末日までになされたときは 10 月 1 日に、それぞれ転換があったも

のとみなしてこれを支払う。

(5) 議決権条項 本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会におい

 て議決権を有しない。

(6) 新株引受権等 法令で定める場合を除き、本優先株式については株式の併合又は分割

 は行わない。本優先株主には新株の引受権又は転換社債もしくは新株

引受権付社債の引受権を与えない。

以  上

＝


